
【
抄
録
】

相
模
国
の
古
義
真
言
宗
寺
院
の
大
山
寺
に
は
、
一
五
三
二
（
享
禄
五
）
年
の
仮

名
本
『
大
山
寺
縁
起
絵
巻
』
と
一
六
三
七
（
寛
永
十
四
）
年
の
真
名
本
『
大
山
縁

起
』
の
他
に
一
七
九
二
（
寛
政
四
）
年
『
大
山
不
動
霊
験
記
』
が
存
在
す
る
。
後

者
は
全
１５
巻
に
及
ぶ
大
部
の
霊
験
記
で
あ
る
。
こ
の
霊
験
の
内
容
に
関
し
て
圭
室

文
雄
・
川
島
敏
郎
氏
ら
の
先
行
研
究
で
解
明
さ
れ
て
き
た
が
、
霊
験
主
に
焦
点
を

当
て
た
分
析
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
本
論
は
こ
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

不
動
明
王
、
石
尊
権
現
、
複
合
霊
験
主
、
不
動
剣
と
木
太
刀

は
じ
め
に

（
�
）

相
模
国
大
山
に
は
、
一
五
三
二
（
享
禄
五
）
年
『
大
山
寺
縁
起
絵
巻
』
と
一
七

（
�
）

九
二
（
寛
政
四
）
年
『
大
山
不
動
霊
験
記
』
が
存
在
す
る
。
縁
起
と
霊
験
と
は
近

似
し
た
用
語
で
あ
る
が
、
辞
書
の
定
義
で
は
縁
起
は
「
③
社
寺
、
仏
像
、
宝
物
な

ど
の
由
来
、
ま
た
は
霊
験
な
ど
の
伝
説
。
ま
た
、
そ
れ
を
記
し
た
文
書
」、
霊
験

は
「
①
神
仏
の
通
力
に
現
わ
れ
る
霊
妙
な
験
。
神
仏
の
不
可
思
議
な
感
応
。
祈
願

（
�
）

に
対
し
て
現
わ
れ
る
効
験
。
利
益
。
利
生
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
近
似
す
る
用

語
に
関
し
宮
次
男
は
「
寺
社
縁
起
と
霊
験
説
話
」
の
中
で
、
⑴
社
寺
の
草
創
の
由

来
を
、
本
尊
・
祭
神
の
霊
験
説
話
と
関
連
さ
せ
て
描
い
た
も
の
、
⑵

⑴
の
内
容

に
本
尊
の
ご
利
益
、
す
な
わ
ち
利
生
記
を
合
せ
加
え
た
も
の
、
⑶

⑴
の
内
容
に

寺
の
歴
史
を
利
生
記
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
描
い
た
も
の
、
⑷

草
創
の
記
は
簡
略

で
、
本
尊
・
祭
神
の
霊
験
・
利
生
記
を
詳
し
く
描
き
出
し
た
も
の
、
⑸

特
定
の

寺
社
に
関
す
る
も
の
で
な
く
、
地
蔵
・
不
動
な
ど
の
霊
験
説
話
を
主
題
に
し
た
も

（
�
）

の
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
宮
次
男
の
定
義
に
そ
え
ば
『
大
山
寺
縁
起
絵
巻
』
は
⑴

に
、『
大
山
不
動
霊
験
記
』
は
⑷
に
該
当
す
る
の
が
相
応
し
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
寛
政
四
年
『
大
山
不
動
霊
験
記
』
の
検
討
を
試
み
る
。

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
関
し
て
は
圭
室
文
雄
の
「『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
見

（
�
）

る
大
山
信
仰
」
の
研
究
と
川
島
敏
郎
「
古
記
録
か
ら
み
た
大
山
信
仰
の
諸
相
│

（
�
）

「
大
山
寺
縁
起
絵
巻
」・『
大
山
不
動
霊
験
記
』
│
」
の
後
継
研
究
が
あ
る
。
圭
室

文
雄
の
研
究
は
、
①
こ
の
霊
験
記
の
著
作
目
的
は
大
山
信
仰
が
現
世
と
来
世
に
利

益
を
も
た
ら
し
、
そ
の
霊
験
を
民
衆
に
平
易
に
紹
介
す
る
案
内
書
で
あ
る
こ
と
、

②
霊
験
記
の
作
成
さ
れ
た
時
期
・
地
域
分
布
・
登
場
人
物
の
特
徴
を
指
摘
し
、
③

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
お
け
る
霊
験
主
の
考
察

飯

田

隆

夫



特
に
病
気
治
し
・
火
難
除
け
・
田
畑
の
災
害
除
け
・
盗
難
除
け
・
来
世
往
生
な
ど

霊
験
を
検
討
し
た
点
で
非
常
に
意
義
深
い
。
川
島
敏
郎
は
、
圭
室
の
研
究
を
一
層

細
密
に
し
『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
「
釈
文
・
解
説
」
を
施
し
、
神
奈
川
県
立
郷

土
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
近
年
公
開
し
た
。

不
動
霊
験
記
の
ご
利
益
内
容
や
作
成
時
期
、
霊
験
対
象
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
が
、
霊
験
主
体
に
焦
点
を
あ
て
た
分
析
は
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
る
。
本

論
は
、
霊
験
主
の
検
討
を
通
じ
本
縁
起
の
特
徴
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

『
大
山
不
動
霊
験
記
』（
以
下
霊
験
記
と
表
記
）
の
版
本
全
１５
巻
は
、
現
在
、
神

奈
川
県
立
図
書
館
地
域
資
料
室
、
国
立
公
文
書
館
、
厚
木
市
立
郷
土
博
物
館
な
ど

（
�
）

に
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
国
立
公
文
書
館
本
に
よ
っ
た
。

一

霊
験
記
の
自
序
と
第
１
巻

霊
験
記
の
著
者
は
大
山
寺
供
僧
寺
院
一
つ
元
養
智
院
の
心
蔵
で
あ
る
。
こ
の
筆

者
は
冒
頭
の
「
自
序
」
で
大
山
不
動
信
仰
に
よ
り
利
益
を
得
た
伝
承
を
集
め
た
も

（
�
）

の
で
、
不
動
明
王
の
信
仰
心
が
篤
け
れ
ば
必
ず
叶
え
ら
れ
る
と
強
調
す
る
。

第
１
巻
は
６
話
構
成
で
標
題
は
以
下
で
あ
る
。
１
話
の
前
に
門
前
町
、
結
界
地

入
口
の
前
不
動
、
中
腹
・
山
頂
の
山
容
図
が
３
丁
あ
る
。（

）
内
は
筆
者
注
。

１
話

開
山
良
弁
僧
正
伝
（
生
没
年
六
九
八
〜
七
七
三
）

２
話

中
興
開
山
願
行
上
人
伝
（
生
没
年
一
二
一
五
〜
一
二
九
五
）

３
話

大
山
寺
造
営
御
修
理
年
時
（
一
六
〇
五
〜
一
七
七
七
年
）

４
話

御
代
々
御
朱
印
（
一
一
八
四
年
九
月
源
頼
朝
〜
徳
川
家
治
代
の
御
朱
印
）

５
話

御
祈
祷
年
中
行
事

大
堂
塗
札
之
写

（
�
）

６
話

大
山
事
紀

「
大
山
事
紀
」
は
、
神
武
・
景
行
・
清
寧
・
推
古
・
聖
武
・
孝
謙
・
醍
醐
天
皇
の

代
、
阿
夫
利
神
社
が
崇
敬
さ
れ
、
中
興
の
願
行
上
人
が
鉄
製
不
動
明
王
を
鋳
造
し

た
こ
と
で
大
山
不
動
信
仰
が
歴
史
的
に
確
か
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
書
は
大

山
寺
縁
起
の
神
仏
関
係
を
歴
代
天
皇
を
引
合
に
出
し
詳
述
し
た
。
そ
の
上
で
「
神

は
霊
石
に
し
て
、
即
ち
不
動
の
応
、
即
ち
、
不
動
の
用
な
り
」
と
山
頂
と
山
腹
に

位
置
す
る
阿
夫
利
神
社
と
大
山
寺
と
の
関
係
を
示
す
。
心
蔵
は
末
尾
で
「
因
み

に
」
と
し
て
「
大
山
事
紀
」
は
当
山
に
古
く
伝
わ
る
が
作
者
不
明
と
し
、「
大
成

教
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
皇
本
記
に
相
似
タ
ル
事
ア
リ
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上

で
阿
夫
利
神
社
は
本
迹
縁
起
神
道
に
よ
る
両
部
習
合
神
道
の
祭
祀
を
専
ら
と
し
、

唯
一
宗
源
神
道
と
は
異
な
る
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。

二

霊
験
主
体
と
そ
の
内
容

第
２
巻
か
ら
第
１５
巻
ま
で
が
霊
験
譚
の
内
容
で
全
１２５
話
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
、
第
４
巻
２６
話
の
武
田
信
玄
娘
、
第
１０
巻
７５
話
の
曽
我
兄
弟
、

第
７
巻
６０
話
の
信
州
善
光
寺
な
ど
は
不
動
明
王
、
第
８
巻
６９
話
は
相
模
国
善
波
太

郎
と
石
尊
権
現
、
第
１３
巻
１００
話
は
大
山
寺
草
創
記
の
宮
大
工
明
王
太
郎
の
歴
史
的

説
話
に
つ
き
こ
の
５
話
は
分
析
対
象
か
ら
除
く
。
こ
れ
ら
以
外
の
１２０
話
の
霊
験
譚

に
は
ど
の
よ
う
な
霊
験
主
が
登
場
す
る
の
か
、
ま
た
霊
験
主
は
単
体
か
、
複
合
か

の
点
を
探
っ
て
み
る
。
最
初
に
単
体
霊
験
主
の
三
種
を
取
上
げ
る
が
長
文
に
及
ぶ

（

）

の
で
そ
の
枢
要
部
分
を
紹
介
す
る
。

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
七
号

一
八



⑴
単
体
霊
験
主
の
霊
験

１

不
動
明
王

テ
ラ
ダ
ナ
ム
ラ

第
２
巻
１
話
「
相
州
寺
田
縄
村
三
明
和
尚
愚
根
ヲ
轉
シ
テ
智
恵
ヲ
得
シ
事
」

（
話
番
は
、
第
２
巻
か
ら
第
１
５
巻
ま
で
の
通
し
番
号
で
表
記
す
る
）

ヲ
シ
ョ
ウ

相
州
大
住
郡
寺
田
縄
村
吉
祥
院
第
十
三
世
ニ
三
明
和
尚
ト
云
人
ア
リ
、

シ
ャ
ウ
ト
ク
ロ
ド
ン

モ
モ
タ
ビ
マ
ナ

ワ
ス

シ
キ
リ

キ
ヒ

ヒ
ダ
リ

ワ
ス

生
得
魯
鈍
ニ
シ
テ
百
度
學
ン
テ
百
度
遺
レ
右
ニ
聞
テ
左
ニ
忘
ル
ヽ
事
世
ニ

タ
ク

ヒ
ノ
ト

類
ヒ
ナ
キ
天
性
、（
中
略
）
享
保
十
二
丁
未
ノ
歳
九
月
十
日
大
山
不
動
ノ
寶

ケ
イ

ヨ
ク
子
ン

前
ニ
詣
シ
七
日
七
夜
断
食
、（
中
略
）
翌
年
ノ
三
月
六
日
ヨ
リ
同
ク
十
三
日

ケ
ン
ゴ

イ

迄
又
此
所
ヘ
詣
デ
ヽ
断
食
シ
信
心
堅
固
ニ
祈
ラ
レ
ケ
ル
所
ニ
同
ク
十
二
日
意

ガ
ン
マ
ン

コ
モ

シ
ョ

ザ

ジ
ュ
キ
ャ
ウ

願
満
ズ
ル
夜
籠
リ
所
ニ
坐
シ
テ
誦
経
セ
ラ
レ
ケ
ル
ガ
ハ
ヤ
ヲ
シ
ツ
ケ
夜
モ

ア
ク
ル
コ
ロ
ヨ
ヒ

ユ
メ

ウ
ツ
ヽ

イ
ウ
ヨ

オ
ホ
ニ
ウ
ダ
ウ

カ
タ
チ

黎
明
ニ
至
リ
テ
夢
ト
モ
ナ
ク
現
ト
モ
ナ
ク
七
尺
有
余
ノ
大
入
道
ノ
形
ニ
テ

ミ

テ

リ
ケ
ン

ヒ
ツ
サ

リ
コ
ン
チ

エ

右
ノ
御
手
ニ
利
劔
ヲ
提
ゲ
立
出
給
ヒ
テ
汝
ヂ
能
モ
来
リ
テ
我
ニ
利
根
智
慧
ヲ

サ
イ
ト
リ
シ
ヤ
ウ

コ
ヽ
ロ

ハ
ゲ
マ

子
カ

シ
ヤ
ウ

祈
ル
ヤ
サ
シ
ク
モ
済
度
利
生
ノ
意
ヲ
励
シ
ヌ
ル
者
カ
ナ
、
汝
其
願
ヒ
ヲ
成
セ

ホ
ツ

ノ
ム

サ
シ
イ
ダ

キ
モ

ン
ト
欲
セ
バ
此
利
劔
ヲ
呑
ベ
シ
ト
テ
指
出
シ
玉
ヘ
ド
ア
マ
リ
ノ
コ
ト
ニ
膽
ヲ

ツ
ブ

オ
ソ

ワ
ナ
ヽ

井

モ
タ

ト
ク
�
�
ノ
ム

ク
チ

ノ
ン
ド

潰
シ
恐
レ
戦
キ
居
ケ
ル
所
ニ
利
劔
ヲ
擡
ゲ
テ
疾
々
呑
ベ
シ
ト
テ
口
ヨ
リ
喉
ニ

オ
ホ
コ
エ

ミ
ウ
チ
オ
ホ
ア
セ

オ
メ
キ

サ
シ
入
玉
ヘ
バ
、
ワ
ツ
ト
バ
カ
リ
ニ
大
聲
ア
ゲ
テ
遍
身
大
汗
ニ
ナ
リ
テ
呼
叫

サ
ケ

イ
ツ
ヂ

コ
モ

シ
ョ

タ
ヽ
ミ
ハ
ン

ホ
ト

號
ビ
ケ
レ
バ
何
地
ト
モ
ナ
ク
見
ヘ
サ
セ
タ
マ
ハ
デ
籠
リ
所
ノ
畳
半
ヂ
ヨ
ウ
程

ク
ロ
チ

カ
タ

ハ
キ

ノ
所
ヘ
黒
血
ノ
堅
マ
リ
ア
ル
物
ヲ
咄
出
シ
ケ
リ
、（
中
略
）
寶
前
ニ
立
帰
リ

ヨ
ロ
コ

ア
ツ

ジ
ュ
キ
ャ
ウ
ハ
イ
シ
ャ

ス
デ

ジ
ハ
ウ

カ
ヘ

ソ
レ

意
願
成
就
ヲ
悦
ヒ
厚
ク
誦
経
拝
謝
シ
已
ニ
シ
テ
自
坊
ニ
帰
ラ
レ
ケ
ル
ガ
其

ニ
ハ
カ

ヒ
ン
ゴ
タ
ク
ゼ
ツ

エ

ケ
シ
ュ
ウ
ジ
ン

コ
エ

イ
ヨ
々
キ
ン
ガ
ク
オ
コ
タ

ヨ
リ
俄
ニ
敏
悟
卓
絶
ニ
ナ
リ
慧
解
衆
人
ニ
超
テ
彌
々
勤
學
懈
ラ
ザ
レ
バ
、

ユ
イ
テ
イ
ゼ
ン
ケ
ン

チ

キ

（
中
略
）
此
事
三
明
和
尚
ノ
遺
弟
全
見
和
尚
ハ
余
ガ
知
己
ノ
人
ニ
テ
月
参
セ

ツ
マ
ビ
ラ
カ

キ
ヒ

キ

ラ
レ
ケ
ル
ヲ
リ
カ
ラ
予
ガ
寺
ニ
テ
ノ
物
語
リ
ヲ
詳
ニ
聞
テ
記
ス

こ
の
霊
験
譚
は
、
一
七
二
七
（
享
保
十
二
）
年
九
月
十
日
、
相
模
国
大
住
郡
寺

田
縄
村
の
愚
鈍
僧
の
三
明
が
大
山
寺
に
参
詣
し
本
堂
で
断
食
中
に
不
動
明
王
の
剣

を
呑
み
黒
血
を
吐
く
夢
を
見
、
以
後
、
知
恵
を
得
た
霊
験
を
全
見
和
尚
か
ら
筆
者

の
心
蔵
が
聞
書
し
た
内
容
で
あ
る
。
寺
田
縄
村
は
、
相
模
国
大
住
郡
に
あ
り
戸
数

五
十
三
、
曽
根
道
と
大
山
道
に
係
る
村
で
、
吉
祥
院
は
村
内
の
曹
洞
宗
寺
院
で
あ

（

）
る
。
だ
れ
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
霊
験
を
、
だ
れ
か
ら
聞
い
た
霊
験

な
の
か
を
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
霊
験
は
１２０
話
中
に

（

）

１１３
話
（
９４
％
）
に
達
す
る
。
不
動
明
王
単
体
の
霊
験
は
こ
の
他
に
全
部
で
６９
話
あ

り
最
多
で
あ
る
。

２

石
尊
権
現

第
５
巻
４０
話
「
上
野
国
桐
生
村
與
右
衛
門
途
中
ニ
テ
石
尊
ノ
御
櫃
ヲ
得
シ
事
」

キ
リ
ウ
マ
ツ

ボ
ク

メ
シ
ツ
レ

宝
暦
八
年
寅
ノ
四
月
上
野
国
桐
生
松
村
ノ
名
主
與
右
衛
門
僕
一
人
召
連
テ
同

イ

カ

ホ

イ
タ

国
春
名
山
ヘ
参
詣
シ
テ
夫
ヨ
リ
下
野
ノ
伊
香
保
ニ
到
リ
テ
入
浴
セ
ン
ト
思
ヒ

ニ
ワ
カ

ソ
ラ
カ
キ
ク
モ

オ
ホ
ア
メ
フ
リ
ス
サ
み
ラ
イ
セ
イ
チ

ア
タ
リ
ヂ
カ

道
ヲ
急
ケ
ル
ガ
、
驟
ニ
天
掻
曇
リ
大
雨
降
荒
ミ
雷
聲
地
ヲ
動
シ
テ
邊
近
ク
落

カ
ウ
ベ

ク
ダ

キ
モ
タ
マ
シ
ヒ
ウ
シ
ナ

シ
ズ

コ
ヽ
チ

ケ
レ
ハ
頭
モ
砕
ク
バ
カ
リ
ニ
膽
魂
ヲ
失
ヒ
テ
地
中
ニ
沈
ム
心
地
ナ
レ
バ
唯
一

ケ
ラ
イ

カ
ツ
ハ

カ
ブ

フ
シ
井

心
ニ
石
尊
ヲ
念
ジ
災
難
消
除
ヲ
祈
リ
家
頼
モ
共
ニ
合
羽
ヲ
蒙
リ
テ
臥
居
タ

コ
ト

ロ

シ

チ
ウ
ジ
キ

シ
ョ
ク

バ
カ
リ

リ
、
殊
ニ
其
路
次
ニ
ハ
晝
食
ス
ベ
キ
茶
屋
モ
ナ
ク
朝
ト
ク
食
セ
シ
計
ニ
テ
夜

ウ
ハ
ツ
カ
レ

ク

セ
マ

ホ
ト
ン
ド
カ
ナ

ニ
入
ケ
レ
バ
飢
疲
レ
一
方
ナ
ラ
ザ
ル
苦
ニ
逼
リ
殆
悲
シ
カ
リ
ケ
ル
（
中
略
）

ソ
ラ
ハ
レ
ホ
シ

ホ
ト
リ

ミ
マ
ワ
セ

シ
ロ
キ
ウ
ツ
ハ

空
晴
星
モ
見
ヘ
給
ヒ
路
ノ
邊
ヲ
見
廻
セ
ハ
素
器
ノ
ア
リ
シ
故
手
ニ
取
能
々
見

ナ
ニ
ガ
シ

シ
所
ニ
江
戸
八
町
堀
ノ
紙
屋
何
某
ヨ
リ
安
産
ノ
祈
禱
ノ
為
石
尊
権
現
ヘ
獻
シ

カ
キ
シ
ル

ゴ

ク

ホ
シ
イ
ヒ

オ
ホ
ロ
�
�
�
�

奉
ル
ト
書
印
シ
内
ニ
御
供
ノ
干
飯
ノ
有
シ
サ
マ
朦
朧
ニ
見
ヘ
ケ
ル
故
先
取

オ
シ
イ
タ
ヽ

シ
ョ
ク

ス
コ
シ

ウ
ヘ

ワ
ス

ヤ
ウ
�
�
�
�
ア
カ
ツ
キ

ア
ヘ
ズ
押
戴
キ
両
人
是
ヲ
食
シ
ケ
レ
バ
少
ノ
供
物
ニ
飢
ヲ
忘
レ
漸

曙

コ
ロ

イ
タ
ル

頃
伊
香
保
ニ
到
ト
也

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
お
け
る
霊
験
主
の
考
察
（
飯
田
隆
夫
）

一
九



上
野
国
桐
生
松
村
の
名
主
右
衛
門
が
、
下
野
国
伊
香
保
村
で
雷
に
遭
遇
し
空
腹

に
耐
え
か
ね
て
石
尊
権
現
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
江
戸
八
町
堀
の
紙
屋
某
が
納
め
た
御

櫃
に
よ
り
命
拾
い
し
た
霊
験
で
あ
る
。
石
尊
権
現
単
体
の
霊
験
主
は
他
に
２７
話
あ

る
。
こ
の
霊
験
譚
は
病
気
に
関
す
る
も
の
が
７
種
、
火
難
・
水
難
そ
の
他
の
利
生

が
２８
種
で
あ
る
。

３

天
狗

第
１１
巻
８５
話
「
相
州
荻
野
町
ノ
伴
七
ガ
家
ニ
天
狗
ノ
来
リ
シ
事
」

オ
ギ
ノ
マ
チ

シ
ン
シ
ュ
ク

バ
ン
ヒ
チ

相
州
荻
野
町
ノ
新
宿
ニ
伴
七
ト
云
フ
者
ア
リ
、
安
永
九
年
子
ノ
九
月
上
旬
ノ

ジ
コ
ウ

イ
タ

ネ
ツ
ビ
ヤ
ウ

ワ
ズ
ラ

イ
ヤ
ク
シ
ル

頃
時
候
ノ
痛
ミ
ニ
ヤ
四
五
日
熱
病
ノ
ゴ
ト
ク
煩
ヒ
医
薬
効
シ
ナ
キ
故
ニ
其
家

ダ
イ
ダ
イ
ニ
チ
レ
ン

フ
ル
サ
ワ
ム
ラ

チ
ウ
シ

タ
ノ

代
々
日
蓮
宗
ナ
レ
バ
同
國
古
澤
村
ノ
本
照
寺
ト
云
経
宗
ノ
住
持
ヲ
憑
ミ
病
気

フ
ク

シ
キ

テ
イ

ク
チ

本
復
ノ
祈
禱
ヲ
ナ
シ
ケ
レ
バ
頻
ニ
物
狂
ヒ
テ
體
ニ
ミ
ヘ
テ
口
バ
シ
リ
ケ
ル
、

イ
ワ

ヤ

コ
ハ
ナ

ト
ウ

（
中
略
）
本
照
寺
ノ
云
ク
物
付
野
狐
放
チ
等
ノ
祈
禱
ハ
當
宿
本
郷
ノ
戒
善
寺

イ
ヘ

ジ
ヤ
ク
ゼ
ン

ヲ
頼
ミ
テ
祈
祷
セ
ラ
レ
ヨ
ト
云
テ
カ
エ
ラ
レ
ケ
ル
、（
中
略
）
家
々
ハ
寂
然

ヲ
ト

ア
タ
カ

ヂ
シ
ン

ナ
リ
ワ
タ
リ

オ
ド
ロ

ト
シ
テ
音
ナ
キ
ニ
家
内
宛
モ
地
震
ノ
ゴ
ト
ク
鳴
渡
家
人
大
イ
ニ
驚
キ
シ
ガ

コ
ヽ
チ
ヨ
ク
シ
ュ
ク
ス
イ

コ
レ
サ
ダ

病
人
ハ
心
地
能
熟
睡
セ
シ
、（
中
略
）
戒
善
寺
ハ
是
定
メ
テ
天
狗
ノ
知
セ
ニ

ハ
ナ
レ
サ
リ

ゼ
ン
ク
ワ
ヒ
ウ
タ
ガ

シ
テ
離
去
タ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
、
此
上
ハ
病
人
全
快
疑
ヒ
ナ
シ
ト
テ
其
夜
モ
又

シ
シ
ヤ
ウ
シ
ン

キ
ネ
ン

ミ
ヤ
ウ
チ
ウ
ユ
キ

ヒ
ヤ
ウ
タ
イ

ユ
メ

子
ツ

サ
メ

熾
盛
心
ニ
祈
念
ヲ
ナ
シ
明
朝
行
テ
病
體
ヲ
見
ル
ニ
夢
ノ
ゴ
ト
ク
ニ
熱
モ
醒

シ
ン
タ
イ
ケ
ン
コ

ヘ
イ
ユ

エ

身
體
堅
固
ニ
平
癒
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ

天
狗
に
よ
る
ご
利
益
の
霊
験
は
、
他
に
９２
話
と
９４
話
に
あ
る
。

心
蔵
は
後
段
で
、「
我
等
ゴ
ト
キ
ハ
天
狗
ノ
事
量
リ
知
ル
ト
コ
ロ
非
ラ
ス
ト
イ

ヘ
ト
モ
」
と
前
置
き
し
『
役
行
者
霊
験
記
』『
雉
法
華
経
』『
大
日
経
疏
地
蔵
経
』

（

）

他
多
数
書
を
取
上
げ
、
こ
れ
ら
は
「
飯
綱
毘
那
夜
迦
」
に
基
づ
き
「
出
家
ノ
禅
定

ヲ
修
ス
ル
ニ
菩
提
心
ナ
ク
高
慢
貪

破
壊
ナ
レ
バ
魔
道
ニ
堕
ス
悪
書
」
と
断
じ

『
尊
勝
陀
羅
尼
』
さ
え
誦
す
れ
ば
魔
道
の
苦
患
を
逃
れ
る
と
す
る
。

以
上
三
霊
験
主
を
紹
介
し
た
が
こ
の
他
に
は
地
蔵
菩
薩
（
５７
・
５８
・
１２２
話
）、

神
仙
（
５４
話
）、
第
六
天
（
８６
話
）
な
ど
あ
る
が
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
す
る
。

⑵

複
合
霊
験
主
の
霊
験

単
体
霊
験
主
は
以
上
で
あ
る
が
、
複
合
霊
験
主
で
は
全
部
で
２
２
種
あ
り
、
そ

の
中
の
４
例
を
次
に
紹
介
す
る
。

１

不
動
明
王
と
石
尊
権
現

第
５
巻
４３
話
「
江
戸
湯
島
原
木
工
右
衛
門
ノ
息
眼
病
平
癒
ノ
事
」

ハ
シ
カ
ル
ギ
ョ
ウ

グ
ン
ミ
ン

シ
ャ
ウ
ソ
ン

安
永
五
丙
申
年
春
ヨ
リ
秋
ニ
到
ル
迠
諸
国
ニ
麻
疹
流
行
シ
テ
群
民
ヲ
傷
損
セ

ユ
シ
マ
オ
テ
タ
イ
マ
チ

モ

ク

ブ

シ

シ
時
、
江
戸
湯
島
御
手
代
町
ニ
原
木
工
右
衛
門
ト
云
武
士
ノ
一
子
勘
次
郎
ト

リ
ヤ
ウ
ガ
ン

テ
今
年
十
歳
ニ
成
ケ
ル
ガ
五
月
六
日
ヨ
リ
彼
風
疹
ヲ
煩
ヒ
シ
ガ
毒
気
両
眼
ニ

イ
ヤ
ク

イ
ヘ
ド
モ

シ
ル

入
テ
種
々
医
薬
ヲ
用
ユ
ト
雖
其
験
シ
ナ
ク
六
月
始
ヨ
リ
ハ
両
眼
更
ニ
見
ヘ
ワ

カ
ズ
、（
中
略
）
同
月
廿
三
日
ヨ
リ
一
七
日
断
食
シ
テ
大
山
不
動
石
尊
ヘ
眼

ケ
セ
イ

コ
ト

ト
モ
ナ

病
平
癒
ノ
祈
誓
ヲ
掛
シ
ガ
廿
八
ニ
ハ
殊
サ
ラ
念
シ
奉
リ
勘
次
郎
ヲ
伴
ヒ
下
谷

ユ
キ

ト
チ
ュ
ウ

シ
ン
ヒ
ン

ユ
キ
ア
ヒ

ノ
医
師
ノ
方
ヘ
往
ケ
ル
ガ
途
中
ニ
テ
人
品
高
キ
武
士
に
行
逢
シ
ニ
木
工
右
衛

門
ニ
向
ヒ
云
ケ
ル
ヤ
ウ
其
ナ
ル
少
人
ハ
御
子
息
ニ
テ
在
ヤ
御
眼
病
ト
身
請
侍

ソ
ウ
オ
ウ

ル
、
サ
ソ
ヤ
難
儀
シ
給
ヒ
ツ
ラ
ン
、
是
ニ
ハ
相
應
ノ
御
薬
ア
リ
、
近
邊
ノ
御

レ
キ
�
�
�
�

ミ
ズ
グ
チ
ケ

歴
々
ニ
テ
溝
口
家
ノ
御
薬
ヲ
用
ヒ
給
ハ
バ
極
メ
テ
全
快
有
ト
告
ケ
ル
、（
中

略
）
木
工
右
衛
門
ハ
家
ニ
帰
り
妻
ニ
斯
ト
語
リ
合
、
是
誠
ニ
石
尊
不
動
ノ
御

ソ
ク
コ
ク

コ
キ
ョ
ヨ
ウ

告
ナ
ラ
ン
ト
思
ヒ
即
刻
溝
口
ノ
御
屋
鋪
ニ
到
リ
御
薬
願
上
ケ
レ
バ
御
許
容
ア

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
七
号

二
〇



イ
サ
イ

ニ
チ
ャ
ウ

リ
テ
病
體
委
細
ニ
御
尋
子
有
テ
御
薬
二
貼
給
リ
ケ
ル
故
早
速
帰
リ
テ
用
ヒ
ケ

ヒ
タ
リ

ク
モ

ハ
ル

レ
バ
左
ノ
眼
余
程
心
能
テ
右
ノ
方
モ
曇
リ
ノ
晴
ル
ヤ
ウ
ニ
覚
ヘ
シ
ガ
都
合
御

イ
ヘ

ヨ
ロ
コ

薬
六
貼
ニ
テ
両
眼
本
ノ
如
ク
ニ
癒
ケ
レ
バ
親
子
ノ
歓
ビ
限
リ
ナ
ク
誠
ニ
石
尊

オ
ン
カ
ゴ

不
動
ノ
御
加
護
ニ
テ

不
動
明
王
と
石
尊
権
現
の
加
護
に
よ
り
眼
病
が
平
癒
し
た
霊
験
譚
で
あ
る
。
こ

の
類
話
は
他
に
５
・
１２
・
２２
・
４９
・
９１
・
１０４
話
が
あ
る
。

２

石
尊
権
現
と
十
一
面
観
音

第
５
巻
３８
話
「
下
野
國
荘
蔵
ガ
妻
疫
病
頗
ニ
平
癒
ノ
事
」

ソ

下
野
安
蘇
郡
佐
野
領
秋
山
村
ニ
庄
蔵
ト
云
者
ア
リ
、
明
和
四
年
乙
亥
ノ
夏

エ
キ
レ
イ
シ
キ
リ

ル
イ
カ
ウ

ナ

ヤ

ユ
カ

ク
ツ
ウ

疫
癘
荐
ニ
流
行
シ
テ
群
民
多
艱
彼
庄
蔵
ガ
妻
熱
病
ノ
簀
ニ
臥
テ
苦
痛
更
ニ

ヤ
マ

コ
ヽ
カ
シ
コ

モ
ト

ク
サ
イ

タ
ノ

止
ザ
リ
ケ
バ
庄
蔵
ハ
此
彼
ノ
僧
ノ
許
ニ
行
救
済
ノ
法
ヲ
頼
ミ
種
々
祈
祷
医
薬

ネ
ツ

モ
ト
ヨ
リ

シ
タ
ヽ

ヲ
用
レ
ト
熱
更
ニ
去
ザ
レ
バ
此
者
従
来
石
尊
信
仰
ナ
レ
バ
願
書
ヲ
認
メ
千
垢

離
ヲ
ト
リ
大
願
ヲ
起
シ
祈
念
ス
ラ
ク
抑
石
尊
ノ
御
本
地
十
一
面
観
音
ハ
悲
願

コ
ト
サ
ラ

餘
尊
ニ
越
テ
殊
更
疫
病
退
治
ノ
為
ニ
十
一
面
ヲ
現
ジ
給
フ
ト
聞
、
大
悲
ノ
本

タ
カ
ウ

タ
チ
ト
コ
ロ

ク
サ
イ

コ
メ
イ
ノ
リ

ヤ
ウ
ヤ
ク

誓
差
事
ナ
ク
立
地
ニ
苦
済
シ
給
ヘ
ト
心
願
ヲ
籠
祈
ケ
レ
バ
漸
半
時
バ
カ
リ
モ

ス
ギ

コ
ロ
ム
チ
ウ

ヒ
ト
シ
ク
ハ
子
オ
キ

イ
カ

イ
ヽ

過
ケ
ル
頃
夢
中
ニ
臥
ケ
ル
病
人
斎
跳
起
坐
シ
ナ
ガ
ラ
聲
ヲ
忿
ラ
セ
高
聲
ニ
云

フ
カ
キ

メ
デ

ケ
ル
ハ
我
ハ
石
尊
ノ
使
者
ナ
ル
ガ
汝
ガ
信
心
深
ニ
賞
テ
今
度
汝
カ
妻
ノ
必
死

ノ
バ
シ

ア
ハ
タ
ヽ

カ
ン
ビ
ョ
ウ

ヲ
延
助
ク
ル
也
ト
驟
シ
ク
申
ケ
レ
バ
看
病
ノ
人
々
思
ヒ
ケ
ル
ハ
熱
ノ
為
ニ
オ

ウ
ハ
コ
ト

カ
サ
レ
シ
譫
言
也
ト
思
ヒ
シ
ガ
夢
ノ
如
ク
ニ
熱
モ
サ
リ
常
ノ
如
ク
ニ
平
癒
セ

リ
こ
の
霊
験
は
一
例
の
み
で
、
疫
病
退
治
に
ご
利
益
を
発
揮
す
る
十
一
面
観
音
が

石
尊
権
現
の
使
者
と
し
て
現
じ
庄
蔵
の
妻
の
疫
病
を
退
治
し
た
霊
験
で
あ
る
。
霊

験
記
の
中
で
唯
一
、
石
尊
権
現
の
本
地
を
十
一
面
観
音
と
描
く
霊
験
譚
で
あ
る
。

３

不
動
明
王
と
地
蔵
菩
薩

第
９
巻
７３
話
「
相
州
中
里
村
由
松
ガ
身
替
ニ
立
給
ヒ
シ
事
」

イ
ン
ジ
ゲ
ン
ロ
ク

ア
シ
ガ
ラ
シ
モ
コ
ホ
リ
ナ
カ
サ
ト
ム
ラ
ヒ
ヤ
ク
シ
ヤ
ウ

往
時
元
禄
何
中
相
州
足
柄
下
郡
中
里
村
ノ
百
姓
源
左
衛
門
（
中
略
）
大
山
不

シ
ユ
ミ
ヤ
ウ

カ
ギ

動
ヲ
信
ジ
タ
テ
マ
ツ
リ
月
毎
ニ
参
詣
ス
、（
中
略
）
汝
ガ
壽
命
ハ
今
日
際
リ

シ

水
ニ
ヨ
リ
テ
死
ス
ル
由
、
不
動
明
王
板
橋
ノ
御
堂
ヘ
来
リ
給
ヒ
地
蔵
菩
薩
ヘ

オ
ン
コ
ト

キ
モ

ワ
ス

ナ
ニ
ト
ゾ

オ
ン
ジ
ヒ

告
給
ヒ
シ
御
言
バ
胆
ニ
メ
イ
ジ
テ
忘
レ
ネ
バ
何
卒
二
尊
ノ
御
慈
悲
ニ
テ
壽
命

ノ
バ

ヲ
延
シ
タ
ビ
給
ヘ

不
動
明
王
と
地
蔵
尊
を
深
く
信
じ
た
源
左
衛
門
が
地
蔵
尊
の
身
代
わ
り
に
よ
り

延
命
し
た
霊
験
譚
で
あ
り
、
二
尊
複
合
の
霊
験
例
は
他
に
７６
話
・
７９
話
が
あ
る
。

４

神
仏
６
霊
験
主
一
体

第
９
巻
１０６
話
「
石
尊
社
消
失
ノ
事
」

ス
キ過
シ
享
保
四
年
巳
亥
ノ
三
月
二
十
五
日
ノ
頃
ヨ
リ
日
夜
降
続
キ
テ
四
月
四
日

ウ
ン
ム
ミ
子

オ
オ
ヒ
カ
ウ
ウ
サ
イ
ガ
ン

オ
カ

ニ
ワ
カ

エ
ン
シ
ャ
ウ

迄
雲
霧
峯
ヲ
覆
降
雨
崔
嵒
ヲ
侵
シ
ケ
ル
ガ
俄
ニ
本
宮
五
社
同
時
ニ
炎
上
セ

ア
マ

ツ
エ

ヒ
ナ
ワ

ト
モ

ル
、（
中
略
）
七
尺
余
リ
ノ
大
太
刀
ヲ
杖
ニ
ツ
キ
火
縄
ニ
火
ヲ
燈
シ
タ
タ
ル

ソ
ヘ

ク
タ

シ
ヨ
ウ
シ
ツ

カ
ツ

シ
ョ
井

ヲ
持
添
テ
下
リ
（
中
略
）
五
社
ヲ
焼
失
ス
ト
イ
ヘ
供
我
曾
テ
一
人
ノ
所
為
ニ

ウ
フ
ウ
ト
ク
イ
ツ

レ
ツ
セ
キ

ア
ラ
ズ
、
不
動
石
尊
大
天
狗
小
天
狗
雨
風
徳
一
其
外
一
山
ノ
諸
神
列
席
ニ
テ

ゴ
フ
シ
ン

我
ニ
テ
焼
シ
メ
給
フ
、
必
ズ
天
ヨ
リ
御
普
請
有
ベ
シ

こ
の
霊
験
譚
は
、
一
七
一
九
（
享
保
四
）
年
山
頂
の
火
災
で
消
失
し
た
石
尊
権

（

）

現
社
の
史
実
を
題
材
に
し
た
霊
験
譚
で
あ
る
。
複
数
の
神
仏
に
よ
る
複
合
霊
験
譚

は
こ
の
他
１０９
話
が
あ
る
。

⑶

霊
場
の
二
所
参
詣
地
と
霊
験
主

大
山
の
山
岳
霊
場
に
は
、
不
動
明
王
を
安
置
す
る
大
山
寺
や
十
一
面
観
音
を
納

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
お
け
る
霊
験
主
の
考
察
（
飯
田
隆
夫
）

二
一



め
る
本
地
堂
、
地
蔵
堂
、
第
六
天
社
は
い
ず
れ
も
霊
場
中
腹
に
建
つ
。
本
堂
裏
に

大
山
山
頂
に
通
ず
る
鳥
居
が
立
つ
。
こ
の
登
山
口
か
ら
石
尊
権
現
の
例
祭
（
開

帳
）
が
行
わ
れ
る
山
頂
へ
の
参
詣
は
、
毎
年
六
月
二
十
七
日
以
降
七
月
十
七
日
ま

で
の
二
十
日
間
の
間
、
庶
民
の
参
詣
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
山
頂
に
は
阿
夫
利
神

（

）

社
で
あ
る
石
尊
権
現
と
近
傍
に
大
・
小
天
狗
社
、
雨
風
社
、
徳
一
社
が
あ
る
。
門

前
町
坂
本
町
最
奥
の
前
不
動
よ
り
山
頂
ま
で
の
霊
場
は
、
清
僧
支
配
の
結
界
地
で

中
腹
の
不
動
明
王
と
本
地
堂
他
末
社
が
多
数
を
占
め
、
山
頂
に
石
尊
権
現
と
大
・

小
天
狗
社
他
の
摂
社
が
参
詣
の
対
象
で
あ
る
。

第
２
〜
１５
巻
の
霊
験
譚
１２０
話
を
数
量
的
に
整
理
す
る
と
、
霊
験
主
単
体
で
は
不

動
明
王
６３
（
５２
・
５
％
）、
石
尊
権
現
２８
（
２３
・
３
％
）、
地
蔵
菩
薩
３
、
天
狗

３
、
神
仙
１
、
第
六
天
１
で
あ
る
。
霊
験
主
の
複
合
で
は
不
動
明
王
＋
石
尊
権
現

７
、
不
動
明
王
＋
地
蔵
菩
薩
３
、
石
尊
権
現
＋
十
一
面
観
音
１
、
不
動
明
王
＋
稲

荷
１
、
不
動
・
石
尊
・
大
天
狗
・
小
天
狗
・
雨
風
社
・
徳
一
社
の
寺
社
六
尊
２
と

な
っ
た
。
不
動
明
王
が
過
半
数
を
占
め
る
が
、
石
尊
権
現
は
単
体
・
複
合
で
３５
話

（
３０
％
）
に
達
し
不
動
明
王
に
次
ぐ
。
こ
れ
以
外
に
僅
か
で
あ
る
が
地
蔵
菩
薩
、

天
狗
、
神
仙
、
第
六
天
が
登
場
す
る
。
不
動
明
王
を
冠
す
る
霊
験
記
で
は
あ
る

が
、
内
実
は
複
数
の
神
仏
霊
験
主
に
よ
る
霊
験
で
あ
る
。

三

不
動
剣
と
石
尊
権
現
の
木
太
刀

霊
験
記
に
は
不
動
剣
（
右
手
）・
羂
索
（
左
手
）
の
霊
験
が
６
話
、
石
尊
権
現

の
木
太
刀
に
関
す
る
霊
験
が
７
話
登
場
す
る
。
両
剣
の
霊
験
を
比
較
し
て
み
る
。

⑴

不
動
剣
に
よ
る
ご
利
益テ

ラ
ダ
ナ
ワ
ム
ラ

第
２
巻
１
話
の
「
相
州
寺
田
縄
村
三
明
和
尚
愚
根
シ
テ
智
恵
ヲ
得
シ
事
」
は
霊

験
記
の
最
初
に
置
か
れ
、
不
動
堂
の
修
行
中
に
夢
で
不
動
明
王
の
右
手
の
剣
を
呑

（

）

み
吐
血
し
た
結
果
、
知
恵
を
得
た
と
い
う
不
動
剣
の
象
徴
的
霊
験
譚
で
あ
る
。
こ

れ
と
同
様
の
霊
験
が
２
話
の
「
相
州
矢
崎
村
円
應
弟
子
見
明
同
ク
智
慧
ヲ
祈
リ
テ

得
タ
ル
事
」
で
あ
る
。
愚
鈍
な
僧
が
不
動
剣
を
呑
ん
で
知
恵
を
得
た
と
す
る
説
話

は
除
霊
伝
説
で
有
名
と
な
り
、
増
上
寺
大
僧
正
に
栄
達
し
た
浄
土
宗
僧
祐
天
の

（

）

『
祐
天
大
僧
正
御
伝
記
』
に
も
み
ら
れ
る
。

俄
か
に
一
丈
斗
り
の
不
動
尊
体
と
あ
ら
わ
れ
、
御
身
よ
り
火
ゑ
ん
を
出
し
、

左
右
の
御
手
に
長
短
の
利
剣
を
ひ
つ
さ
げ
（
中
略
）
我
こ
そ
は
不
動
明
王
な

り
。
汝
丹
精
の
念
力
た
ぐ
ひ
な
き
を
か
ん
じ
、
今
あ
ら
わ
れ
て
し
め
す
也
。

（
中
略
）
祐
天
労
れ
な
が
ら
も
つ
ゝ
し
ん
で
い
わ
く
、
短
を
呑
も
長
を
呑
を

呑
む
同
じ
躰
を
破
ら
ん
事
に
二
ツ
な
し
。
我
長
き
を
呑
ん
と
大
口
を
あ
き
給

は
ば
、
忝
く
も
不
動
尊
、
呪
を
唱
へ
給
ひ
て
。
右
の
御
手
の
長
き
剣
を
情
け

な
く
も
祐
天
の
御
口
へ
、
ぐ
つ
と
さ
し
込
給
へ
ば
、
わ
つ
と
い
ふ
て
う
つ
む

き
に
其
ま
ゝ
息
は
た
へ
に
け
る
。

こ
の
呑
剣
説
話
は
他
に
天
性
愚
鈍
で
あ
っ
た
総
州
生
実
大
厳
寺
の
開
山
道
誉
が

夢
中
で
不
動
明
王
に
よ
る
呑
剣
を
体
験
し
、
以
後
大
徳
智
人
と
な
っ
た
霊
験
譚
が

（

）

元
禄
十
三
年
「
成
田
山
新
勝
寺
本
尊
来
由
記
」（
状
）
に
も
あ
る
。

呑
剣
譚
で
は
な
い
が
不
動
明
王
の
利
剣
に
関
わ
る
霊
験
の
類
例
は
１５
話
と
１７
話

の
二
話
が
あ
る
。
不
動
剣
に
よ
っ
て
盗
難
品
が
戻
っ
た
り
、
腫
物
が
治
癒
し
た
ご

利
益
で
あ
る
。
不
動
明
王
の
羂
索
に
よ
る
霊
験
は
、
４６
話
と
９０
話
に
あ
り
両
話
と

も
病
気
平
癒
の
ご
利
益
譚
で
あ
る
。

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
七
号

二
二



⑵

石
尊
権
現
の
木
太
刀
に
よ
る
ご
利
益

第
５
巻
３６
話
「
江
戸
京
橋
彦
兵
衛
火
難
ヲ
遁
レ
シ
事
」

メ
ク
ロ
ギ
ヤ
ウ
ニ
ン
サ
カ

オ
リ
カ
ラ

安
永
元
年
辰
ノ
二
月
廿
九
日
ニ
江
戸
目
黒
行
人
坂
ヨ
リ
火
事
出
テ
折
柄
風

チ

ラ

モ
ド
リ

ホ
ン
カ
ウ

シ
ク
エ
ン
キ
モ

コ
ガ

ハ
ゲ
シ
ク
吹
散
シ
ケ
ル
、
戻
火
本
郷
菊
坂
ヨ
り
焼
来
リ
、
愁
烟
肝
ヲ
焦
ス
バ

ヲ
リ
フ
シ

ヒ
コ
ロ

シ
ン
カ
ウ

カ
リ
ニ
テ
彦
兵
衛
モ
今
ヲ
限
リ
ノ
折
節
ナ
レ
バ
日
頃
石
尊
信
仰
ノ
者
故
早
速

キ
ヨ

ホ
ノ
カ

身
ヲ
清
メ
石
尊
ノ
木
太
刀
ニ
向
ヒ
テ
風
ニ
聞
石
尊
権
現
ハ
□
妙
ヲ
論
ゼ
ス
利

ア
ラ
タ

マ
シ
マ

生
章
ニ
在
ス
事
ナ
レ
バ
我
此
度
ノ
火
難
一
切
ニ
遁
シ
家
内
安
穏
ニ
御
助
ア
レ

タ
ユ

モ
チ

ト
唯
一
心
ニ
息
モ
絶
ル
バ
カ
リ
ニ
神
号
ヲ
唱
ヘ
木
太
刀
ヲ
持
テ
火
ノ
方
ニ
向

ア
フ

キ

カ
ク
マ
デ
ツ
ヨ

ニ
ワ
カ

フ
キ
カ
ハ

ツ
ヽ
ガ

ヒ
扇
ギ
ケ
レ
バ
奇
ナ
ル
哉
斯
迠
強
キ
南
風
俄
ニ
吹
変
リ
テ
家
内
恙
ナ
カ
リ
ケ

ヨ
ロ
コ

レ
バ
彦
兵
衛
ハ
限
ナ
ク
歓
ビ
ヌ

こ
の
霊
験
は
、
一
七
七
二
（
明
和
九
）
年
二
月
二
十
九
日
に
発
生
し
た
目
黒
行

人
坂
大
火
に
仮
託
し
た
石
尊
権
現
の
木
太
刀
の
霊
験
で
あ
る
。
こ
の
類
話
は
３７
話

と
６１
話
に
あ
り
火
難
回
避
の
霊
験
で
あ
る
が
、
次
の
３
話
は
火
難
以
外
の
ご
利
益

に
関
す
る
霊
験
で
あ
る
。

３
話
「
下
野
国
赤
見
村
義
右
衛
門
石
尊
ヨ
リ
迎
シ
木
太
刀
ノ
事
」（
大
願
成
就
）

７
話
「
江
戸
本
所
亀
井
戸
八
右
衛
門
ガ
屋
敷
ノ
畑
ヨ
リ
石
尊
ノ
木
太
刀
ヲ
堀
出

セ
シ
事
」（
御
神
体
と
し
て
の
木
太
刀
）

９８
話
「
相
州
小
田
原
領
ノ
者
勘
当
セ
シ
子
在
家
石
尊
ノ
木
太
刀
ヲ
得
テ
知
シ

事
」（
勘
当
息
子
の
赦
免
）

⑶

不
動
明
王
の
羂
索
と
石
尊
権
現
の
木
太
刀
が
聚
合
し
た
ご
利
益

第
１２
巻
９１
話
「
相
州
喜
兵
衛
病
犬
ノ
難
ヲ
遁
レ
シ
事
」

ヨ
ク

ヤ
ヨ
イ
ナ
カ
バ

シ
モ
シ
マ

シ
ン
ル
イ

ヒ
ト
リ

翌
安
永
元
辰
ノ
年
彌
生
半
ノ
頃
同
國
下
島
ト
云
所
ノ
親
類
方
ヘ
喜
兵
衛
一
人

ミ
チ

ム
カ

ヤ
マ
ヒ
イ
ヌ

ヨ
バ
ヽ

ノ
ヽ
シ

イ
ツ
セ
キ

ト
ブ

行
ケ
ル
路
ノ
向
フ
方
ヨ
リ
病
犬
ヨ
ト
叫
リ
罵
リ
テ
一
隻
ノ
病
犬
飛
ガ
ゴ
ト

ア
マ
タ

ボ
ウ

ヒ
ツ
サ
ア
ハ
タ
ダ
シ

オ
ヒ
キ
タ

ク
ニ
見
ヘ
ケ
ル
ヲ
許
多
ノ
人
々
棒
ヲ
チ
ギ
リ
木
ヲ
提
ゲ
驟
ク
追
来
レ
、（
中

サ
イ
ナ
ン
セ
ウ
ヂ
ヨ

イ
ノ

ア
ク
ヂ
ウ

ア
フ

ア
ヤ
フ

略
）
不
動
尊
ヲ
念
ジ
テ
災
難
消
除
ヲ
祈
リ
シ
カ
バ
（
中
略
）
悪
獣
ニ
逢
テ
危

ノ
ガ

マ
モ
リ
タ

チ

ケ
ン
サ
ク

カ
ケ

キ
所
ヲ
遁
レ
シ
モ
石
尊
ノ
守
太
刀
ト
不
動
ノ
羂
索
ヲ
守
リ
ニ
掛
シ
故
ナ
リ

こ
の
霊
験
譚
は
、
不
動
明
王
の
羂
索
と
石
尊
権
現
の
木
太
刀
を
聚
合
さ
せ
て
災

難
除
去
が
叶
え
ら
れ
た
唯
一
の
霊
験
で
あ
る
。

１
話
の
寺
田
縄
村
三
明
和
尚
の
呑
剣
に
よ
る
霊
験
は
、
祐
天
の
呑
剣
説
話
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
不
動
明
王
の
象
徴
的
霊
験
譚
で
あ
る
。

他
方
、
石
尊
権
現
の
木
太
刀
の
霊
験
譚
は
大
山
参
詣
に
見
ら
れ
る
特
有
の
習
俗

で
あ
る
。
霊
験
記
は
、
不
動
剣
を
通
じ
て
中
腹
の
本
尊
不
動
明
王
（
大
山
寺
）
に

よ
る
霊
験
を
、
木
太
刀
を
通
じ
て
山
頂
の
石
尊
権
現
（
阿
夫
利
神
社
）
に
よ
る
霊

験
を
そ
れ
ぞ
れ
に
反
映
し
た
と
い
え
る
。

祈
願
対
象
が
相
違
す
る
奉
納
木
太
刀
が
次
の
二
例
で
あ
る
。

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
川
越
市
松
江
町
自
治
会
所
有
木
太
刀
表
面
の
銘
文

「
大
山
大
聖
不
動
明
王
石
尊
大
権
現
大
天
狗
小
天
狗
寛
政
六
甲
寅
歳
六
月
吉
祥
日
」

（
全
長
四
四
四
・
一
㎝
桐
・
黒
漆
塗
）（
川
越
市
立
博
物
館
蔵
）

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
川
越
市
日
枝
神
社
氏
子
崇
敬
会
所
有
木
太
刀
表
面
の

銘
文
「
奉
納
石
尊
大
権
現
大
天
狗
小
天
狗
御
宝
前
」（
全
長
三
九
五
㎝
桧
・
黒
漆

塗
）（
川
越
市
立
博
物
館
蔵
）

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
お
け
る
霊
験
主
の
考
察
（
飯
田
隆
夫
）

二
三



松
江
町
の
木
太
刀
に
は
不
動
明
王
と
石
尊
権
現
と
の
連
名
で
あ
る
が
、
日
枝
神
社

の
木
太
刀
の
銘
文
に
は
不
動
明
王
は
記
さ
れ
な
い
。
こ
の
類
例
の
木
太
刀
は
他
に

も
複
数
例
あ
る
が
山
頂
の
石
尊
権
現
に
対
す
る
参
詣
の
様
子
を
示
し
て
い
る
。

四

霊
験
記
の
取
材
元
・
年
代
・
参
詣
季
節

霊
験
記
の
内
容
か
ら
取
材
源
は
、
大
山
御
師
１８
人
、
僧
侶
（
大
山
内
外
）
２２

人
、
相
模
国
・
武
蔵
国
・
下
野
国
等
の
農
漁
民
・
商
職
人
・
侍
な
ど
８５
人
か
ら
の

聞
書
で
あ
る
。
霊
験
の
情
報
源
は
、
参
詣
人
・
僧
侶
と
御
師
の
順
で
あ
る
。

巻
末
表
に
よ
る
と
霊
験
記
発
行
の
出
資
者
は
、
地
元
大
山
と
板
戸
村
の
僧
侶

（
大
山
と
江
戸
）
１９
、
江
戸
商
人
８
、
小
田
原
村
商
人
４
、
金
目
村
住
人
２
、
大

山
御
師
１
の
３４
名
で
、
一
冊
３００
疋
合
計
四
十
一
冊
出
資
し
て
い
る
。
出
資
者
は
僧

侶
と
江
戸
・
小
田
原
等
の
商
人
が
主
で
あ
る
。
こ
れ
ら
霊
験
記
の
情
報
源
と
出
資

に
は
僧
侶
の
働
き
か
け
が
大
き
い
。

年
代
別
で
は
、
元
禄
期
３
、
正
徳
元
１
、
享
保
期
４
、
元
文
期
２
、
寛
保
期

５
、
延
享
期
４
、
宝
暦
期
１０
（
８
・
３
％
）、
明
和
期
３０
（
２５
％
）、
安
永
期
４２

（
３５
％
）、
天
明
期
４
、
寛
政
期
７
の
１１２
話
と
な
る
。
年
代
不
明
分
を
除
き
宝
暦
期

・
明
和
期
・
安
永
期
に
集
中
す
る
。
宝
暦
期
以
降
に
霊
験
譚
が
増
加
す
る
時
期
、

宝
暦
二
〜
六
年
の
五
年
間
、
相
模
国
・
武
蔵
国
・
安
房
国
・
上
総
国
・
下
総
国
の

五
か
国
を
対
象
に
御
免
勧
化
の
巡
業
が
実
施
さ
れ
て
い
て
こ
の
勧
化
が
関
係
す
る

（

）

と
み
ら
れ
る
。

宝
暦
期
以
前
の
霊
験
譚
は
１２５
話
中
２４
話
（
１９
％
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は

中
世
説
話
（
１
話
・
２６
話
・
７５
話
）
や
近
世
中
期
の
説
話
か
ら
霊
験
の
素
材
が
得

ら
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
、
時
期
、
霊
験
内
な
ど
が
具
体
的
・
詳
細
に
描
写
さ
れ

た
な
記
述
は
、
こ
の
御
免
勧
化
に
よ
る
諸
国
巡
回
か
ら
得
た
情
報
が
霊
験
譚
に
活

か
さ
れ
た
と
考
え
る
。

霊
験
譚
の
月
別
数
は
１
月
４
、
２
月
３
、
３
月
８
、
４
月
５
、
５
月
４
、
６
月

９
、
７
月
１０
、
８
月
７
、
９
月
３
、
１０
月
３
、
１１
月
７
、
１２
月
２
、
季
節
別
数
で

は
春
１９
、
夏
９
、
秋
３
の
合
計
９６
件
で
、
月
・
季
節
の
不
明
は
２４
で
あ
る
。
山
頂

へ
の
参
詣
可
能
な
６
〜
７
月
に
夏
分
を
加
算
す
る
と
２８
件
（
判
明
時
期
の
２９

％
）、
４
〜
５
月
に
春
分
を
加
算
す
る
と
同
じ
く
２８
件
と
な
る
。

６
〜
７
月
は
、
山
頂
の
石
尊
権
現
へ
の
活
発
で
、
一
年
中
で
大
山
参
詣
が
最
も

賑
わ
っ
た
季
節
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
に
霊
験
譚
が
集
中
す
る
の
は
、
参
詣
の

実
態
を
反
映
し
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
を
霊
験
主
の
分
析
を
検
討
し
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

１

霊
験
記
は
、
従
来
不
動
明
王
に
よ
る
豊
富
な
ご
利
益
が
紹
介
さ
れ
て
い
た

が
、
じ
つ
は
不
動
明
王
に
限
ら
ず
石
尊
権
現
、
地
蔵
菩
薩
、
天
狗
、
神
仙
、
第
六

天
な
ど
神
仏
の
単
体
・
複
合
霊
験
主
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

２

不
動
霊
験
記
１２０
話
を
単
体
霊
験
主
で
比
較
す
る
と
不
動
明
王
６３
話
（
５２
・
５

％
）、
石
尊
権
現
２８
話
（
２３
・
３
％
）
と
両
尊
で
７５
・
８
％
と
全
体
の
八
割
を
占

め
る
。
こ
の
霊
験
に
ま
つ
わ
る
も
の
は
、
不
動
剣
と
木
太
刀
で
あ
り
、
神
仏
の
霊

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
七
号

二
四



験
を
投
影
し
た
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
霊
験
記
の
年
代
別
で
は
、
宝
暦
期
・
明
和

期
・
安
永
期
で
６８
・
３
％
に
達
し
、
当
時
の
参
詣
実
態
を
示
し
て
い
る
。

３

山
頂
の
参
詣
対
象
で
あ
る
石
尊
権
現
の
「
大
山
事
紀
」
に
対
し
て
は
唯
一
宗

源
神
道
に
因
ら
な
い
こ
と
、
天
狗
に
よ
る
霊
験
は
『
役
行
者
霊
験
記
』『
雉
法
華

経
』
な
ど
に
依
ら
な
い
こ
と
を
敢
え
て
明
記
し
た
理
由
は
、
山
頂
登
山
で
賑
わ
う

石
尊
権
現
に
比
し
、
不
動
信
仰
の
帰
依
に
対
す
る
強
調
意
識
が
作
者
に
強
く
働
い

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

４

具
体
的
で
詳
述
な
霊
験
譚
は
、
宝
暦
期
に
実
施
さ
れ
た
御
免
勧
化
の
実
施
に

よ
り
得
ら
れ
た
情
報
が
生
か
さ
れ
、
同
時
に
霊
験
対
象
地
域
か
ら
参
詣
者
を
募
る

た
め
の
宣
伝
効
果
を
図
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

５

霊
験
記
作
成
の
直
前
の
明
和
期
、
大
山
寺
住
職
の
交
代
や
門
前
町
内
の
争
論

が
起
き
て
い
た
よ
う
だ
が
、
寛
政
四
年
当
時
、
霊
験
記
が
な
ぜ
作
成
さ
れ
た
か
の

検
証
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

注（
１
）
大
山
寺
縁
起
に
は
、
享
禄
五
年
仮
名
本
『
大
山
寺
縁
起
絵
巻
』
と
寛
永
十
四
年

真
名
本
『
相
州
大
山
寺
縁
起

明
王
太
郎
来
由
』
の
二
種
類
が
あ
る
。
仮
名
本
は
、

良
弁
が
相
模
国
司
時
忠
の
子
で
親
子
再
会
後
、
東
大
寺
別
当
と
な
り
、
大
山
で
不

動
明
王
を
発
掘
し
開
山
し
た
内
容
の
縁
起
で
あ
る
。
真
名
本
は
仮
名
本
の
展
開
を

年
代
・
地
名
・
阿
夫
利
神
社
・
登
場
人
物
な
ど
を
特
定
し
た
歴
史
的
叙
述
が
詳
細

な
縁
起
で
あ
る
。

（
２
）
『
大
山
不
動
霊
験
記
』
は
、
寛
政
四
年
の
全
１５
巻
が
神
奈
川
県
立
図
書
館
地
域
資

料
室
、
国
立
公
文
書
館
、
厚
木
市
立
郷
土
博
物
館
等
に
所
蔵
。

（
３
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館

一
九
七
六
年
。

（
４
）
『
図
説
日
本
仏
教
の
世
界
』
上
原
昭
一
・
宮
次
男
他
編
『
観
音
・
地
蔵
・
不
動
』

集
英
社

一
九
八
九
年

一
二
〜
一
三
頁
。

（
５
）
神
奈
川
県
立
文
化
資
料
館
『
郷
土
神
奈
川
』
一
八
所
収

一
九
八
六
年
。

（
６
）
『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要
』
第
６
号
⑻

二
〇
〇
八
年
。
川
島
敏
郎
の
研
究

は
『
相
州
大
山
信
仰
の
底
流
│
通
史
・
縁
起
・
霊
験
譚
・
旅
日
記
な
ど
を
介
し
て

│
』（
山
川
出
版
社

二
〇
一
六
年

一
九
〇
〜
二
〇
一
頁
）
の
中
で
霊
験
記
の
地

域
分
布
や
登
場
人
物
の
分
析
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
こ
の
他
に
は
川
島
敏
郎
が
著
書
『
大
山
参
り
』（
有
隣
新
書

二
〇
一
七
年

九

〇
頁
）
で
大
山
先
導
師
の
藤
間
家
（
茅
ヶ
崎
市
）、
小
笠
原
家
、
上
神
崎
家
に
所
在

を
確
認
し
て
い
る
。

（
８
）
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣
出
版

一
九
九
二
年

一
二
九
〜
一
三
〇

頁
。

（
９
）
心
蔵
は
「
大
山
事
紀
」
の
作
者
を
不
明
と
す
る
が
、
明
王
太
郎
蔵
書
印
（
神
奈

川
県
立
公
文
書
館
蔵
手
中
家
資
料
№
９２
）
の
あ
る
霊
験
記
と
同
文
の
「
大
山
事
紀
」

末
尾
に
は
浄
書
者
と
書
写
者
が
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
。

古
紀
紛
紜
而
無
次
序
、
或
唯
仏
、
或
単
神
、
或
俗
、
或
野
余
思
、
此
有
年
事

（
マ
マ
）

務
繁
穴
、
空
過
年
月
、
□
正
徳
三
癸
己
之
冬
、
適
乗
間
艸
之
仲
冬
二
十
五
夕

浄
書
之
了
、
云
爾
開
蔵
行
年
四

十
有
半

他
日
於
武
都
旅
寓
燈
火
写
之
、
齢
将
半
百
眼

晴
漸
。

（
朱
筆
）
享
保
十
五
星
□
庚
戌
仲
冬
之
日
書
写
了

痛
雅
顗
俊

開
蔵
は
大
山
寺
の
第
六
世
住
職
で
在
世
時
、
元
禄
十
五
年
山
法
で
護
摩
取
次
を

「
正
路
取
次
」、
享
保
六
年
山
法
で
大
山
御
師
を
「
遊
民
の
類
」
と
規
定
し
大
山
寺

と
御
師
と
の
支
配
関
係
を
強
化
し
た
。
顗
俊
は
子
院
の
一
僧
。
こ
の
書
の
作
者
は

不
明
で
あ
る
。

（

）
霊
験
譚
は
、
５
丁
以
内
の
文
が
８４
話
（
６７
％
）、
５
丁
以
上
の
文
が
４１
話
（
３３

％
）
で
構
成
さ
れ
、
長
文
の
霊
験
譚
は
３
割
を
越
え
る
。

（

）
『
新
編
相
模
風
土
記
稿
』
第
三
巻

雄
山
閣
二
〇
〇
三
年

三
七
〜
三
八
頁
。

（

）
聞
書
元
不
明
は
、
８
・
２９
・
４９
・
７３
・
９９
・
１１０
・
１１１
話
の
７
話
。

（

）
他
に
『
先
代
舊
事
本
紀
』『
日
本
霊
威
記
』『
元
亨
釈
書
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』

『
明
恵
傳
』『
佛
神
感
応
録
』『
杜
子
美
が
集
』『
天
狗
ノ
賦
普
書
』『
天
文
志
』
も
あ

る
。
山
頂
に
は
大
天
狗
・
小
天
狗
の
二
社
が
古
来
よ
り
祀
ら
れ
る
。

（

）
大
山
寺
『
大
山
史
年
表
』
一
九
頁

一
九
八
六
年
。

『
大
山
不
動
霊
験
記
』
に
お
け
る
霊
験
主
の
考
察
（
飯
田
隆
夫
）

二
五



（

）
前
掲
注
（

）
書

一
一
七
〜
一
一
九
頁
。

（

）
安
然
『
不
動
明
王
立
印
儀
軌
修
行
次
第
胎
蔵
行
法
』
の
不
動
十
九
相
観
の
な
か

の
一
相
に
あ
た
る
（
前
掲
注
（
４
）
書
一
二
〜
一
三
頁
「
観
音
・
地
蔵
・
不
動
」）。

（

）
祐
天
寺
研
究
室
『
祐
天
寺
史
資
料
集
』
第
二
巻

四
六
七
〜
五
六
〇
頁
。

（

）
『
成
田
山
新
勝
寺
史
料
集
』
第
一
巻

四
二
八
頁

二
〇
〇
六
年
。

（

）
寛
延
四
年
十
月
『
御
触
書
寶
暦
集
成
』
十
九
寺
社
之
部

九
四
八
（
高
柳
真
三

・
石
井
良
助
編

岩
波
書
店
一
九
三
五
年
）
の
次
の
触
で
あ
る
。

相
州
大
山
不
動
別
當

八
大
坊

相
模
国
」
武
蔵
国
」
安
房
国
」
上
総
国
」
下
総
国

右
大
山
諸
堂
社
大
破
ニ
付
、
修
復
為
助
成
、
勧
化

御
免
、
寺
社
奉
行
連
印
之

勧
化
状
持
参
、
御
府
内
武
家
方

寺
社
町
中
え
は
来
申
三
月
よ
り
戌
十
一
月
迄

三
ケ
年
之
間
、
五
ケ
國
え
は
来
申
八
月
よ
り
来
ル
子
十
一
月
五
ケ
年
之
間
、
役

僧
共
御
料
私
領
寺
社
領
在
町
可
致
巡
行
候
間
、
志
之
輩
は
物
之
多
少
ニ
よ
ら
す
、

可
致
寄
進
旨
、
御
料
は
御
代
官
、
私
領
は
領
主
、
地
頭
よ
り
可
被
申
渡
候
、

十
月
。

（
い
い
だ

た
か
お

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
特
別
研
究
員
）

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
七
号

二
六


